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○障害者基本法【抄】 

（昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号） 

 

 

（都道府県等における合議制の機関）  

第三十六条 都道府県（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

の指定都市（以下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、次に掲げる事務を処理する

ため、審議会その他の合議制の機関を置く。  

一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）

に規定する事項を処理すること。  

二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を

調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。  

三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調

整を要する事項を調査審議すること。  

２ 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の

実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。  

３ 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で

定める。  

４ 市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、

審議会その他の合議制の機関を置くことができる。  

一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）に

規定する事項を処理すること。  

二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調

査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。  

三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整

を要する事項を調査審議すること。  

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。  
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○滋賀県障害者施策推進協議会条例 

昭和47年３月30日滋賀県条例第20号 

改正 

平成３年３月11日条例第１号 

平成６年３月30日条例第12号 

平成12年12月26日条例第129号 

平成16年８月10日条例第36号 

平成24年３月30日条例第31号 

平成26年３月31日条例第20号 

〔滋賀県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。 

滋賀県障害者施策推進協議会条例 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第１項の規定に基づく審議会その他の合議制

の機関として、滋賀県障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に

従事する者のうちから、知事が任命する。 

３ 学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命され

る委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第３条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。 
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（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会にはか

つて定める。 

付 則 

１ この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

２ 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例（昭和28年滋賀県条例第10号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成３年条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

付 則（平成６年条例第12号） 

１ この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律（平成５年法律第94号）附則第１項

ただし書に規定する第30条の改正規定の施行の日から施行する。 

〔施行の日＝平成６年６月１日〕 

２ この条例の施行の際現に滋賀県心身障害者対策協議会の委員である者は、滋賀県障害者施策推

進協議会の委員となるものとする。この場合において、学識経験のある者のうちから任命された

委員の任期は、改正後の滋賀県障害者施策推進協議会条例第２条第３項の規定にかかわらず、平

成６年12月９日までとする。 

３ 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例（昭和28年滋賀県条例第10号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成12年条例第129号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

付 則（平成16年条例第36号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は公布の日から起算して10月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。 

（平成17年規則第44号で平成17年４月18日から施行） 

付 則（平成24年条例第31号） 
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から起算して５月を超

えない範囲内において規則で定める日から施行する。（平成24年規則第46号で平成24年５月21日か

ら施行） 

付 則（平成26年条例第20号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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滋賀県障害者施策推進協議会運営要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、滋賀県障害者施策推進協議会条例（昭和４７年滋賀県条例第２０号）第６条

の規定に基づき、滋賀県障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 
 
（定足数） 
第２条 協議会は、委員の３分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
 
（議長） 
第３条 会長は会議の議長となり、議事を整理するものとする。 
 
（意見徴集） 
第４条 会長は、必要に応じ適当と認める者の会議への出席を求め、その説明を徴することとがで

きる。 
 
（小委員会） 
第５条 協議会は、専門的技術的課題の調査検討および連絡調整を行うため、小委員会を設置する

ことができる。 
２  小委員会の委員は、学識経験者、関係団体の役職員、関係行政機関の職員等から会長が委嘱す

る。 
 
付則 
 
１ この要綱は、昭和４７年７月２４日から施行する。 
 
付則 
 
１ この改正要綱は、昭和４８年７月１１日から施行する。 
 
付則 
 
１ この改正要綱は、平成８年５月７日から施行する。 
 


